
 

 

 事業場外みなし労働時間制とは，労働者が，労働時間の全部または一部について

事業場施設の外で業務に従事し，当該労働時間が算定し難いときは，所定労働時間

または通常必要な労働時間労働したものとみなす制度のことをいいます。 

 「労働時間を算定し難いとき」に該当するかについては，業務遂行の日時・場所・

態様に関する労働者の裁量の幅，およびこれらに関する会社からの指示・確認・管

理等の具体的関与の程度といった事情を考慮します。 

 「通常必要な労働時間」とは，通常，当該業務を遂行するために客観的に必要と

される時間のことをいいます。 
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Q511. 事業場外みなし労働時間制について教えてください。 


